
・建物内放送
・屋外放送

・学内放送
・パトランプ
（病院内）

緊急地震速報告知システムの配備（H26.4）

＜緊急地震速報の仕組み＞

＜本学が導入した「緊急地震速報告知システム」

テレビ放送

携帯電話・スマホへの
緊急速報メール

Ｓ波により五十嵐地区、旭町地区、長岡地区において震度５弱以上の揺れが想定される場合

２ 危機発生時（地震・津波）における初動対応

大地震発生時において、大学における構成員の初動対応に係る安全確保のため、地震の発
生をいち早く知らせる。

（１） 初動対応

※予報値のため、実際の震度と異なる
  場合があります。
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（２） 避難

危険の脅威がある地域からより危険度の低い地域へと学生・教職員・訪問者の移動に関する
調整を行う。

避 難

◎避難広報
館内放送により周知する
自動放送を準備する

◎避難誘導
教員、職員による学生の誘導を行う

◎避難路の確保
避難経路は予め確保しておく

◎市、県、関係機関との調整を行う

チェックリスト

□ 避難経路を確定し、緊急対策本部の要員に指示する。

□ 緊急避難場所の要員として人を割り当てる。

□ 避難経路であることを示す看板を設置し、避難経路や伝えたい情報を看板にする。

□ 交通整理のための要員を確保する。

□ 必要とあれば、交通手段の手配をする。

□ 区、市、県、関係機関との調整を行う。
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（３） 安否確認

学生、教職員など大学に関わる人の安全に配慮するために安否確認を行う。

新潟大学安否確認システム（ANPIC）

◎学生・非正規学生・教職員（非常勤職員含む）に安否確認システム（ANPIC）を
活用して、登録したアドレスあてにメールを送信し、ＷＥＢ上等に安否状況を
登録する

◆新潟県内で震度５弱以上の地震を気象庁が感知した際、事前に登録したメー
ルアドレス、アプリ、ＬＩＮＥに「安否確認メール」が自動で一斉送信され
る

◆地震以外の災害が発生した場合も、本学対策本部から「安否確認メール」を
送信する場合がある

◆学生・教職員は自身の安否状況について必ず報告
◆災害時において、より確実に「安否確認メール」を受信できるように、携帯

電話のメールアドレス、アプリ、ＬＩＮＥを事前登録

学生・教職員へのメール一斉送信による安否確認を行うシステムを導入（H31.3）

新潟大学 緊急対策本部 新潟大学 学生・教職員

危機事案
情報入手

危機事案
発生

専用ホーム
ページ

安否確認メール
一斉送信

（登録アドレス宛）

集計データ

集計
確認

安否・被災
状況報告

（地震対応シェイクアウト訓練の様子）

２ 危機発生時（地震・津波）における初動対応

➢ https://anpic-niigata-u.jecc.jp/niigata-u/
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（４） 参集条件

災害が発生すると、一般的に停電や、電話の集中などが発生することで、通常は可能であった
連絡をとりあうということに対し困難が生じ、電話やメールを想定した連絡網は役に立たないこと
が多い。そこである程度大きな災害が起こった場合には、連絡がなくとも災害の状況に応じて、
（昼夜、平日・休日を問わず）職場に自動的に参集するための「自発参集条件」を定めることが有
効である。ここでは地震発生を例として、参集条件を定める。

停電に関する自発参集については、停電の発生時には停電が長期化・大規模化するか
どうかの予測・判断が難しいため、自発参集条件の設定が困難である。そこで、発生直
後には、施設管理部で策定された「故障対応の連絡先」に沿って対応を行う。

地震のときの自発参集（時間外の場合）
（連絡がなくとも参集する）

震度４
■各部においてあらかじめ指定された、総務担当係担当者は、建物の被害状況を確認
する。被害状況について総務部総務課へ報告する。

震度５弱５強

震度６弱以上
■事務職員（常勤）全員が各部署へ参集する。
■緊急対策本部担当は事務局へ参集する。
■評議員（学系長・学部長・研究科長と副学部長等クラス）は当該部局へ参集する。

参集場所
●各部事務室

●範囲（大学の施設がある場所） 新潟市、長岡市、五泉市、佐渡市
●時間（昼間・夜間・休日）を問わず。
●被害を確認する。

●緊急対策本部は、危機管理センター２階会議室

■各部の総務担当係及び施設管理部施設保全課は、建物の被害状況を確認する。
被害状況について総務部総務課へ報告する。

教職員は、自宅及び家族の安全を確認した上、自発的に参集する。ただし、津波注意
報等が発令された場合は、津波注意報等が解除されるまでは安全な場所に待機する。
なお、被害状況によっては、これ以外の者に対して参集を要請する場合がある。
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震度4 震度5弱5強 震度6弱以上

ゆれを感じる ものにつかまらないと歩けない
立って

いられない
飛ばされる人

壁・柱・梁等に
ひび割・亀裂

壁・柱・梁等に
ひび割・亀裂

傾く・倒れる

ひび割亀裂
壁・柱・梁等に
ひび割・亀裂

壁・柱・梁等に
ひび割・亀裂

壁・柱・梁等に
ひび割・亀裂

傾く
倒れる

ひび割亀裂

置物が倒れる 机・棚等が移動 机・棚等が倒れ
る

机・棚等が
倒れる・飛ぶ

電柱がゆれる

窓硝子割れる
ブロック塀倒れ

る
自販機倒れる

外壁材が
落下する

亀裂・液状化
落石・崖崩れ

山体 崩壊
崖崩れ
地滑り

鉄道が運転見合せ 高速道路が規
制

ガス・水道・電気の途絶、
エレベーターの自動停止

通信途絶

道路に
被害が生じる

橋梁等の通行が困難になる

＋ ＋

＋

＋

＋

＋

傾く
倒れる

参考：
木造

非木造

地盤

インフラ

付属屋

内部被害

外部被害

車

一見して顕著な被害はな
い

顕著な被害が
発生する

明らかな被害が
多発する

被害の概
要

危険物を有する
建物を中心に安全確認

被害を把握
安全確保のための処置

イベント中止判断
休講措置の判断

緊急対策本部を設置
（キャンパスごとに緊急対応本部を設置）

被害把握・安否確認
避難者支援・長期方針

対応方針
の概要

自発参集後の業務概要【地震】（全ての対応結果を本部に報告する）

◼ 地震警戒本部設置
（総務部総務課）

◼ 危険物を有する施設を中心に、安全
確認の実施(目視で確認できる範囲）
（施設管理部）
（各部の総務担当者）

◼ 建物の被害状況を総務部総務課に
報告する

◼ 鉄道等の運行状況等により、イベント
中止、休講を検討
（広報事務室/主催部局）
（学務部教務課）

業務概要
（担当部署）

ANPIC
自動発信

◼ 地震対策本部設置
（総務部総務課）

◼ エレベーターへの閉じ込め被害確認
◼ 建物・地盤・インフラの被害の確認

（施設管理部）
（各部の総務担当係）

◼ 鉄道等の運行状況、建物・地盤・イン
フラの被害等により、イベント中止、
休講を検討
（広報事務室/主催部局）
（学務部教務課）

◼ 地震緊急対策本部設置（総務部総務課）

◼ 地震対応本部設置（キャンパスごと）

※ＡＮＰＩＣ自動発信の場合（新潟県内で震度５弱以上の
 地震を気象庁が感知した際、自動送信される）
■重傷者、軽傷者の状況確認及び対応

・教職員の確認（労務福利課／各部局）
・学生の確認（学生支援課／各部局）

→全構成員のとりまとめ（総務部総務課）
対策本部、文部科学省への報告

※ＡＮＰＩＣ手動発信の検討
■被害程度等を勘案し、ＡＮＰＩＣの手動送信の
要不要を検討

対応方針と想定被害の概要チャート（地震） 「気象庁震度階級関連解説表」を参考に作成
注）必ずしも震度階ごとに想定されるように被害が顕在化するとは限らず、本チャートを目安として対応方針との対比関係を検討する

Ａ 緊急対策本部班
・緊急対策本部の設置、緊急対策本部会議の運営
・文部科学省等、外部関係機関との連絡調整
・広報対応
・危機対応戦略の検討
・事業継続計画の発動 等

Ｂ 教職員班
・教職員の安否確認の総括及び安全確保
・職務遂行要員の確保 等

Ｃ 避難者支援・ボランティア班
・避難住民への対応
・学内避難者への対応
・関係機関（行政・災害対応機関・他大学・ボラン
ティア等）との連携

Ｄ 物資対策班
・外部からの支援物資等受入れ
・物的資源確保・調達 等

Ｇ 施設対策班
・施設、設備等の被害状況の把握と被害状況判定
・電気、ガス、水道、電話等ライフラインや通信手
段の早期復旧
・がけ崩れ、建物の倒壊等危険区域の発見、二次
災害の防止
・災害廃棄物の処理                     等

Ｆ 情報基盤班
・情報システム・ネットワークの被害状況把握、復
旧対応
・代替サービスの確保

Ｅ 学生対応班
・学生の安否確認及び生活確保支援
・授業継続の停止･再開への対応
・入試への対応
・留学生安否確認 等

Ｈ 医療・救護対応班
・負傷者への応急処置、病院への移送
・衛生環境への対応
・健康の維持への対応
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対応方針
の概要

沿岸施設・活動の
安否確認

キャンパス避難者の
支援の実施

緊急対策本部を設置
（キャンパスごとに緊急

対応本部を設置）

キャンパス避難者の
長期孤立対応検討

キャンパス避難者の
支援検討

キャンパスごとに
対策本部を設置

津波高さ発表 １ｍ 3ｍ 5ｍ
10
ｍ

10
ｍ
超

想定津波高さ 0.2ｍ≦高さ≦1ｍ 1ｍ＜高さ≦3ｍ
3ｍ＜高<5ｍ超

海の中にいる人は
ただちに海から上がって
海岸から離れてください

沿岸部や川沿いにいる人は
ただちに高台や避難ビル

など安全な場所へ
避難してください

沿岸部や川沿いにいる人は
ただちに高台や避難ビル

など安全な場所へ
避難してください

この地震に
よる津波
の心配は
ありません

津波注意報 津波警報 大津波警報

巨大な津波高い津波巨大地震発生の場合→

津
波
警
報
・
注
意
報
の
種
類

10ｍ＜高
5ｍ＜高<10ｍ超

「津波警報・注意報（気象庁）」を参考に作成

沿岸施設
沿川活動

沿岸施設・活動で
被害顕在化の恐れ

沿川活動で
被害顕在化の恐れ

沿岸施設への建物構造被害
発生の恐れ

沿岸にて
津波の巻き込れ

キャンパスに
一定数が

一定時間滞留

沿川にて
津波の巻き込れ

キャンパスに
多数が

長時間滞留

低平地にて
浸水による津波の巻き込まれ

キャンパスに
多数が

長期間孤立

構成員

避難者

被
害
の
概
要

＋ ＋

＋ ＋

人的被害 海中で早い流れ
に巻き込まれる

津波の流れ
に巻き込まれる

津波の流れ
に巻き込まれる

物的被害 木造家屋が
全壊・流出

養殖いかだ流失
小型船舶が転覆

標高の低いところで津波が
襲う、浸水被害が発生

＋ ＋

＋ ＋

対応方針と想定被害の概要チャート（津波）

自発参集後の業務概要【津波】（全ての対応結果を本部に報告する）

◼ 津波警戒本部設置
（総務部総務課）

◼ 沿岸施設・活動における安
否確認の実施
（自然科学系／学部・学系）

◼ 内部からの避難者・避難生
活支援の実施
（学務部学生支援課）
（学務部教務課）

◼ 外部からの避難者・避難所
支援の実施
（総務部総務課）
（学務部学生支援課）
（医歯学系事務部）
（医歯学総合病院事務部）

◼ 津波対策本部設置
（総務部総務課）

◼ 沿岸ならびに沿川施設・活
動における安否確認の実
施
（自然科学系／学部・学系）

◼ 内部からの避難者に事前
に決めた避難場所を開放
（学務部学生支援課）
（学務部教務課）

◼ 外部からの避難者に滞在
場所の開放を検討
（総務部総務課）
（学務部学生支援課）
（医歯学系事務部）
（医歯学総合病院事務部）

◼ 津波緊急対策本部設置
（総務部総務課）

◼ 津波対応本部設置
（キャンパスごと）

◼ 沿岸ならびに沿川施設・活
動における安否確認の実施
と全学への対象拡大
（自然科学系／学部・学系）

◼ 内部からの避難者に事前に
決めた避難場所の開放
（学務部学生支援課）
（学務部教務課）

◼ 外部からの避難者に滞在
場所の開放
（総務部総務課）
（学務部学生支援課）
（緊急対策班体制の避難者
 支援・ボランティア班）
（医歯学系事務部）
（医歯学総合病院事務部）

業務概要
（担当部署）

業務概要（担当部署）

外部からの避難者への対応

総務部企画課
財務部財務企画課
↓
総務部総務課
学務部学生支援課
医歯学系事務部
医歯学総合病院事務部
（緊急対策本部設置の場合）
避難者支援・ボランティア班
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（５） キャンパス閉鎖

キャンパス閉鎖については以下の３点が想定される。
１．建物への立ち入り禁止
２．キャンパスの一部閉鎖
３．キャンパスの閉鎖

キャンパス閉鎖（地震）

閉鎖条件
◎被害、危険度を判定する。
◎建物については、各学部、研究科など建物の管理者（事務部長）が確認。
◎判断に迷う場合は、施設管理部に応急危険度判定を要請する。
◎建物以外については、各学部、研究科などの建物の管理者、施設管理部が
協力して行う。

施設管理部が被害状況をとりまとめ、総務部総務課へ報告する
閉鎖の決定・宣言は緊急対策本部長が行う
閉鎖方法
◎ステッカー（立ち入り禁止）や看板の導入を検討する。

危機発生時（地震・津波）における初動対応２
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（６） 授業停止

危機事態における授業の停止については、基本的には授業を行っている場所の責任者の判断
に委ねられるものと考えられるが、ある程度大きな災害が発生した場合は、自動的に授業停止と
なる条件を定めておくことで、混乱の緩和を目指す。ただし、授業停止は直ちに関係者のキャン
パスからの撤退を求めるものではなく、キャンパス外に出ることでより危険な状態に陥ることが予
測される場合には、緊急避難的にキャンパスに留まるという選択肢についても考慮する。ここで
は地震発生、停電を例として、授業停止条件を定める。

授業停止（地震）

授業の停止条件
●自動停止
◎各キャンパスがあるところでは、震度６弱以上で自動停止
◎範囲（各キャンパス単位）

●停止決定
◎停止条件
・授業を実施することができない（教職員・学生の５割以上が出席できない）

◎誰の判断
・学部長、校長の判断で授業停止をはじめる。

・全学判断に広げる（学務部が情報収集）

・全学判断は出頭している理事が決定

・学長が宣言

授業停止（停電）

授業の停止条件
●停止決定
◎停止条件
・授業を実施することができない（授業を継続することが不可能）

●電力会社へ確認し、復旧の見通しがない時、学長の判断、宣言に
より停止する

●広報：ＦＭラジオを用いて授業停止を広報する
◎停電の地域情報：ＦＭ新潟
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危機発生時（地震・津波）における初動対応２

故
障
・
ト
ラ
ブ
ル
発
生

復旧方法の
検討等

１．故障・トラブル発生～修繕までの流れ

（復旧不可）

工事連絡票
作成

現場確認
復旧対応

五十嵐地区
内線：7899

外線：262-7899

旭町地区
西大畑地区
内線：5555

外線：227-2507

専門業者に
よる

点検・修理

使用者 施設管理部

※１
※４
※５ ※７

※１…不具合箇所を発見したら、速やかに、管理業務委託業者へ報告してください。
報告者は、資産管理責任者の補助者への報告も併せて行ってください。

※２…五十嵐地区においては、平日8：30～18：00については管理業務委託業者が通常対応
いたしますが、時間外及び土日祝日については、管理業務委託業者のコールセンター
にて応答します。
なお、時間外及び土日祝日において現地対応が必要となった場合は、別途費用が発生
します。

※３…修理や検討中の工事については、その内容が、本学で取り決めのある仕様となって
いるか、法令に適合しているかの検討が必要である為、必ず事前に施設管理部へ
ご相談ください。

※４…工事連絡票の提出をもって、依頼があったものとみなします。
※５…各部局等にて見積書を事前に徴取している場合は、単純な部品交換等、見積書の内訳

から工事の内容を容易に把握できるものを除き、別途図面・仕様書等の工事内容を
把握できる資料を添付してください。

※６…緊急時を除き、原則、施設管理部において工事連絡票を受領した後、業者へ手配を
行います。 

※ 7…専門業者及び契約方式については、施設管理部において選定します。

※２

以下の場合は，直接専門業者へご連絡をお願いします。
また，併せて管理業務委託業者へ連絡をお願いします。
○異臭等，ガス漏れの疑いがある異常を発見した場合

・北陸ガス TEL：025-228-2131

○エレベーターが停止した，閉じ込められた等の不具合が発生した場合
各メンテナンス業者
・ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰ   TEL：0120-365-493
・SEC TEL：0120-61-5017 
・日立 TEL：025-249-1212
・三菱 TEL：025-249-1194 
・フジテック TEL：025-283-6166
・東芝 TEL：0570-666-243

上記連絡先は、エレベーター内に掲示されています。

依頼 不可

提出
発注

報告

各専門業者

※３

報告

（資産管理責任者の補助者）

復
旧

管理業務委託業者
（故障対応）

※６

（資産管理責任者の補助者含）
各部局
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